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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】作業者の判断や報告書の作成を支援し、作業者
の負担を軽減することにより作業効率の向上を図る、機
器監視システムを提供する。
【解決手段】スマートデバイス等に供えられたカメラで
確認対象の機器を撮影し、予め登録してある機器の位置
、正しい状態と撮影された画像から得られた現在の機器
の状態を比較部が比較することにより機器の状態を計算
機で判断する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラックの識別子とラックの画像を取り込むカメラと、
　ラックの確認対象がどのように設定されていれば良いかを示す正常状態情報を確認対象
の位置情報と対応付けて格納する確認対象記憶部と、
　確認対象記憶部から確認対象と確認対象に対応する位置情報を受け取り、受け取った位
置情報を基に取り込んだラックの画像から確認対象の状態を認識する画像認識部と、
　確認対象の正常状態情報と認識された確認対象の状態と比較し、確認対象が状態情報で
示された状態と一致するかどうかを判定する判定部と、
　判定した確認対象と判定結果を対応付けて出力する出力部とを備えることを特徴とする
機器監視システム。
【請求項２】
　確認対象の位置情報はラックに貼付されたマーカーの位置を基準とした相対位置で示さ
れた位置情報であることを特徴とする請求項１に記載の機器監視システム。
【請求項３】
　状態情報は画像認識部により判定する項目と確認結果のユーザ入力を受付ける項目を含
み、確認結果のユーザ入力を受け付ける項目の場合、判定部は確認内容を出力し、確認結
果を受付け、受付けた確認結果を判定結果とすることを特徴とする請求項２に記載の機器
監視システム。
【請求項４】
　前記確認対象は少なくともランプを含み、ランプの色の状態情報を含むことを特徴とす
る請求項３に記載の機器監視システム。
【請求項５】
　前記カメラと巡回経路を指示する巡回経路指示部は、可搬型ユーザ端末に具備されてい
ることを特徴とする請求項４に記載の機器監視システム。
【請求項６】
　前記確認対象記憶部、判定部及び出力部は支援サーバに具備され、
　画像認識部は可搬型ユーザ端末に具備されることを特徴とする請求項４に記載の機器監
視システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データセンタの運用作業、例えばデータセンタにおけるラックIT機器のラン
プ確認等の作業を効率化し、作業内容の指示、作業内容判断のサポート、報告書の自動作
成ができる機器監視システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　データセンタの運用作業には巡回点検という確認作業がある。巡回点検では、作業者が
サーバ室を巡回しラック内にあるIT機器に対して、ランプの色と点灯状態の確認、異音の
有無、異臭の有無、ケーブルの接続状態などの作業を行う。
【０００３】
　これらの作業では、ネットワーク経由によるリモート監視で全て実施することは難しく
、作業項目によっては作業者による現場確認が必要である。例えば、特許文献１には、光
ファイバによるラックのリモート監視システムが開示されているが、監視項目はラック内
にあるIT機器のランプ色の監視に限定されている。温湿度の監視、IT機器の異音監視、IT
機器の振動等の全てをネットワーク経由で監視すると、トラフィック量が増加しネットワ
ークがパンクする恐れがある。また、IT機器の異音・異臭確認やケーブル接続確認などの
ような作業は、作業者による現場確認が必要となるため、ネットワークによるリモート監
視で人間が実施する巡回点検作業を全て実施するのは難しい。
【０００４】
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　一方、従来の巡回点検作業では顧客ごとに実施するが、顧客ごとに異なる機種のIT機器
がラックに置かれている場合があり、機種によってはIT機器のランプ、スイッチ、ケーブ
ル等の位置情報や状態情報が異なるため、経験の浅い作業者は、各種IT機器のランプ、ス
イッチ、ケーブル等の位置を見つけ正しい状態を自力で判定することが困難で、サポート
が必要な場合がある。
【０００５】
　そこで本発明では、作業者による巡回点検を基本としながら、一部作業を自動化するこ
とにより、上記課題の解決を目指す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－２５４４８１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来の巡回点検作業には、以下のような課題がある。
【０００８】
　顧客ごとに異なる機種のIT機器がラックに置かれており、機種によってはIT機器のラン
プ、スイッチ、ケーブル等の位置情報や状態情報が異なるため、経験の浅い作業者は、各
種IT機器のランプ、スイッチ、ケーブル等の一位置を見つけ正しい状態を自力で判定する
ことが困難である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　ラックの識別子とラックの画像を取り込むカメラと、ラックの確認対象がどのように設
定されていれば良いかを示す正常状態情報を確認対象の位置情報とを対応付けて格納する
確認対象記憶部と、確認対象記憶部から確認対象と確認対象に対応する確認対象の位置情
報を受け取り、受け取った位置情報を基に取り込んだラックの画像から確認対象の状態を
認識する画像認識部と、確認対象情報の正常状態情報と認識された確認対象の状態を比較
し、確認対象が状態情報で示された状態と一致するかどうかを判定する判定部と、判定し
た確認対象と判定結果を対応付けて出力する出力部とを備える機器監視システムにより解
決することが可能である。より詳細な構成については実施例の中で明らかにされる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、作業者の判断や報告書の作成を支援し、作業者の負担を軽減することに
より作業効率の向上を図る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例におけるシステム全体構成図の例
【図２】実施例におけるサーバ室のレイアウト図の例
【図３】実施例における確認対象機器の位置情報レイアウト例
【図４】実施例におけるラック情報テーブルの例
【図５】実施例における顧客情報テーブルの例
【図６】実施例における契約情報テーブルの例
【図７】実施例における確認対象の設定値保存情報テーブルの例
【図８】実施例におけるスケジュールテーブルの例
【図９】実施例における確認作業全体のフローチャートの例
【図１０】実施例における判定部によるIT機器状態判定処理のフローチャートの例
【図１１】実施例におけるユーザ端末処理のフローチャートの例
【図１２】実施例における報告書作成処理のフローチャートの例
【図１３】実施例における判定部の実施有無と判定結果テーブルの例
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【図１４】実施例における判定部による判定結果のユーザ端末への画面表示例
【図１５】実施例における報告書確認画面の例
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００１２】
　本実施例では、カメラ、ディスプレイ、入力装置等を備えた作業者が持ち運べる可搬型
のスマートデバイス(以下、操作端末という)、バーコード、ビーコン、監視カメラ、マー
カー等を用いて、作業者にその場で適切な作業指示を与え、IT機器のランプ色の状態判定
等の作業の一部を自動化する。
【００１３】
　ラックにバーコードを取り付け、作業者がバーコードをスキャンすることにより、操作
端末より各ラックにおける実施すべく作業やチェック項目を作業者に指示する。また、監
視カメラにより収集したIT機器のランプ色等の情報を用いて、システムが正常かどうかを
自動的に判定し、その場で判定結果を作業者に示すことで、作業者の作業内容を判断する
時間を削減できるだけではなく、経験の浅い作業者も自力で作業を行うことができる。さ
らに、スマートデバイスに付属するカメラにより、作業時の状態を撮影することで事後の
追加確認や作業の記録を取ることもできる。
【００１４】
　チェック項目の記載内容をもとにシステムが自動的に報告書を作成することにより、確
認作業後に報告書を作成する手間を省くことができる。また、インシデントが発生した場
合でも、スマートデバイスであるユーザ端末を活用して予め設定された手順に基づき作業
、ユーザ担当者、技術専門家等の特定の連絡先へ連絡や問合せなどを行い、その場でクロ
ージングできる。
【００１５】
　本発明の一実施例について、図面を用いて説明する。
【００１６】
　図１は本発明のシステムの全体構成例を示したものである。本システムでは、バーコー
ド90、スマートデバイス（ユーザ端末1）、サーバ(業務支援サーバ2)、監視カメラ28、マ
ーカー29を用いる。
【００１７】
　バーコードは各ラック27に取り付けられており、バーコード90をユーザ端末1でスキャ
ンするとラック情報が得られる。ビーコン30からの電波を受信できるユーザ端末1を用い
て、作業者31の向いている方向や位置が取得できる。各ラック27には、IT機器の確認対象
（ランプ・スイッチ・ケーブル等）の位置と状態を測定するための監視カメラ28、IT機器
の確認対象の位置を定義するためのマーカー29が用意されている。本実施例ではバーコー
ドを用いる例で説明しているが、機器の識別子を記載したシールやデータを非接触で読み
取ることができるICチップのようなものを用いてもよい。
【００１８】
　ユーザ端末1はタブレット端末やメガネ状のウェアラブルデバイス等のスマートデバイ
スであっても良い。ユーザ端末1は入出力部5、主記憶6、CPU4で構成されており、さらに
バーコードスキャナ機能を有するカメラ等が入出力部5に取り付けられている。入出力部5
では、バーコード90をスキャンしたラック情報やビーコン30から得られたユーザの位置・
方向情報を取りこむことができ、巡回経路、確認データ、報告書データ等を入出力部5に
接続された画面に表示できる。
【００１９】
　本実施例ではマーカー29とバーコード90を分けているが、バーコード90をマーカーとし
て使用しても良い。
【００２０】
　また、作業者31はユーザ端末1にて確認データや報告書データを確認し修正ができる。
主記憶6には、ラック情報読取部7、巡回経路指示部8、方位認識部9、機器認識部10、画像
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認証部11がある。ラック情報読取部7では、バーコードスキャナで読み取ったラック情報2
3を一時的に格納する。巡回経路指示部8では、巡回ルートに基づいて次に確認すべきラッ
クと巡回経路を作業者31に指示する。方位認識部9では、ビーコン30で得られたユーザの
位置と方向情報を認識する。機器認識部10では、作業者31がスキャンしたラックは巡回経
路指示部8が指示したラックかどうかを判定する。画像認証部11では、バーコードスキャ
ナで読み取ったラック情報のうち、ラックに貼付されたマーカー29の位置を基準とした確
認対象の位置情報を基に、ラック内の監視カメラ28で取り込んだラックの画像から確認対
象の状態を認識する。
【００２１】
　業務支援サーバ2は主記憶13、外部記憶装置14、CPU12で構成されている。主記憶13には
、報告書作成部16、巡回計画作成部17、認証処理部18、確認対象管理部19、判定部20、出
力部21がある。報告書作成部16では、作業者の確認データや撮影データをもとに報告書を
自動的に作成する。巡回計画作成部17では、外部記憶装置14に格納されたスケジュール22
とラック情報23を取得し、複数の作業対象ラックに対する最適な巡回経路を作成する。認
証処理部18では、ユーザ端末1と作業者31が正当かどうかを認証する。確認対象管理部19
では、ラック27の確認対象がどのように設定されていれば良いかを示す状態情報を確認対
象の位置情報と対応付けて格納する。判定部20では、データベースに保存された確認対象
情報の状態情報（設定値保存情報26）と監視カメラ28で認識された確認対象の状態を比較
し、確認対象が設定値保存情報26で示された状態と一致するかどうかを判定する。出力部
21では、判定した確認対象と判定結果を対応付けて出力する。
【００２２】
　確認対象管理部19、判定部20、設定値保存情報16等はユーザ端末1に備えられていれば
、応答性能が向上し、ユーザの操作性が良くなるというメリットがあるが、業務支援サー
バ2に備えられていればユーザ端末の紛失等に備えてセキュリティが向上するというメリ
ットがある。
【００２３】
　外部記憶装置14にはスケジュール22、ラック情報23、顧客情報24、契約情報25、設定値
保存情報26、判定結果28を格納する場所であり、ユーザ端末1との情報の送信・受信がで
きる。
【００２４】
　図２はサーバ室のレイアウト図を示した例である。図２の○32は作業対象ラックであり
、カメラのマーク33は写真撮影が必要なラックである。
【００２５】
　図３はラック内27にあるIT機器34のランプ35、スイッチ36、ケーブル37等のような確認
対象の位置情報を示したレイアウト図例である。確認対象の位置情報は、ラックに貼付け
られたマーカー29を基準として相対的に示されてものであり、位置情報のデータは座標と
して図７のIT機器設定値保存情報26のテーブルに保存される。例えば、図３のランプ35は
IT機器27の表側にあり、位置情報はマーカー29の位置よりも右600mm、上300mmの場所にあ
り、(600,300)の作業データとして図７のIT機器設定値保存情報26のテーブルに保存され
る。
【００２６】
　保存された図７の位置情報と状態情報を基に画像処理により、スマートデバイスのカメ
ラから取り込んだ確認対象機器の状態が設定値保存情報テーブル２６に登録された正常状
態の情報と一致するかどうかを判定するために用いる。
【００２７】
　本実施例ではスマートデバイスやウェアラブルデバイスに搭載されたカメラから取り込
んだ画像を基に判定する例を説明しているが、ラック等に固定されたカメラから取り込ん
だ画像を基に判定しても良く、両者を組み合わせても良い。
【００２８】
　図４は外部記憶装置14にあるラック情報23のテーブルの例を示したものである。ラック
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情報23には、データセンタ名41、フロア階数42、サーバ室43、顧客ID44、ラックID45、契
約ID46、アドレス47等のデータがある。顧客ID44は、顧客情報24の外部キーで、顧客情報
24をラック情報23に紐付けている。契約ID46は、契約情報25の外部キーで、契約情報25を
ラック情報23に紐付けている。ラックID45は、IT機器の設定値保存情報26の外部キーで、
各IT機器の設定値保存情報26をラック情報23に紐付けている。また、図２のレイアウト図
とアドレスで対応付けることによりラックの位置を特定し、作業者を誘導することができ
る。
【００２９】
　図５は外部記憶装置14にある顧客情報24のテーブルの例を示したものである。顧客情報
24には、顧客ID51、顧客名52、顧客のシステム名53、ラックID54、契約ID55等のデータが
ある。顧客情報24の顧客ID51はテーブルの主キーである。顧客情報24の契約ID55は、契約
情報25の外部キーになっており、契約情報25を顧客情報24に紐付けている。
【００３０】
　図６は外部記憶装置14にある契約情報25のテーブルの例を示したものである。契約情報
25には、契約ID61、顧客ID62、ラックID63、何を確認する必要があるのかを示す確認内容
64、システムによる判定があるか、作業者による確認があるか、写真撮影が必要なのかど
うかを示す確認方法65、いつ確認する必要があるのかを示す確認日程66等のデータがある
。契約情報25の契約ID61はテーブルの主キーである。契約情報25の契約ID61は、ラック情
報23や顧客情報24の外部キーになっており、それらの情報と紐付けている。
【００３１】
　図７は外部記憶装置14にある各機種のIT機器の設定値保存情報26を示した例である。設
定値保存情報26には、ラックID71、IT機器の機種72、確認対象73のデータがある。確認対
象73には、例えばランプ74やケーブル75等の確認項目があり、各々の項目には位置情報と
状態情報のデータが格納されている。ランプ74やケーブル75等の位置情報は、ラックに貼
付けられたマーカー29を基準とした相対位置であり、ランプやケーブル等の状態情報は、
どのような状態が正常状態を示しているかを定義している。IT機器の機種によっては、確
認対象73であるランプ74やケーブル75等の位置情報や状態情報が異なるため、システムの
判定部でIT機器のランプ状態が正常かを判定する際は、監視カメラで撮影したIT機器の情
報を図７の保存データ(設定値保存情報26)と照合し判定することになる。ラックID71はテ
ーブルの主キーになっており、顧客情報24やラック情報23と紐付けている。
【００３２】
　図８は外部記憶装置14にあるスケジュール22のテーブル例を示したものである。スケジ
ュール22には、顧客ID81、ラックID82、契約ID83、確認日84、確認時刻85、確認内容86、
確認方法87等のデータがある。スケジュール22を読み込むことにより、確認作業時に当該
ラックに対してどのような確認をどの様な方法で行わなければならないのかを作業者へ指
示できる。また、確認方法において、システムによる判定実施がある場合は、判定部の判
定結果が確認結果（確認データ）として報告書に転記することになる。システムによる判
定と作業者による確認の両方がある場合は、まず判定部の判定結果を作業者のユーザ端末
に出力し、作業者が判定結果を確認して必要に応じて修正でき、最終的には作業者の承認
したものを確認結果（確認データ）として報告書に転記することになる。
【００３３】
　図９は確認作業の全体フローチャートの例である。この例は基本的なユーザ端末1とサ
ーバ2を用いたラックの監視作業を行うための処理である。
【００３４】
　ステップ100：作業者は確認作業専用のユーザ端末1、例えばスマートデバイスへ作業者
IDを入力し、確認作業対象のラック27に取り付けているバーコードをユーザ端末1で読み
取ることでラック情報23を取得する。
【００３５】
　ステップ101：ユーザ端末1に入力された作業者ID、端末IDをサーバへ送付し、サーバの
認証処理部18でユーザ端末1および作業者31は正当なものかを認証する。正当であれば、
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次のステップである報告書の入力画面に遷移する。一方、不正を検出すると、ユーザ端末
1にエラーを表示し、処理を中断する。
【００３６】
　ステップ102：サーバの報告書作成部16が外部記憶装置14にあるスケジュール22、ラッ
ク情報23から作業内容のデータを抽出し、ユーザ端末1の入出力部5に接続されている画面
にラックの位置と確認作業内容を表示させる。また、顧客の契約情報25により、システム
による判定を実施する場合は、判定部20の判定結果をユーザ端末1に表示させる。
【００３７】
　ステップ103：作業者31はユーザ端末1の入力画面に表示されている項目を確認し、撮影
の必要なラックについてはユーザ端末1に備えられているカメラを用いて撮影する。もし
、システムによる判定実施と作業者による確認実施の両方がある場合は、作業者は判定部
20の判定結果を確認でき、必要に応じて判定結果を修正できる。当該ラックに関する確認
作業を完了し全項目を記入したら、完了ボタンをクリックする。
【００３８】
　ステップ104：ユーザ端末1は当該ラックに関する報告書の全項目が入力されているか否
かを確認する。全項目が入力されていれば、次のステップに遷移する。一方、項目の記入
漏れがある場合は、ユーザ端末1にエラーを表示し、報告書の入力画面に戻る。
【００３９】
　ステップ105：ユーザ端末1は作業者31が入力した報告書のデータを顧客情報24に格納す
る。
【００４０】
　ステップ106：作業者31はユーザ端末1に表示される巡回経路の表示画面を見て、次に確
認作業をするラックはどこかを確認する。全ラックの確認作業が終了するまでステップ10
0に戻る。
【００４１】
　この例ではサーバ2の報告書作成部16からラック単位に送られてくるラック情報23と確
認作業内容に基づいてユーザ端末1のブラウザに表示される作業内容、システムの判定結
果を作業者31が確認することで報告書を作成する例を説明しているが、サーバ2から複数
のラックに関する指示を纏めて受け取り、確認作業を全て終えた段階で確認結果をサーバ
へ送るようにすれば通信環境の良くないセンタ内でも効率的に確認作業を行うことができ
る。
【００４２】
　図１０はラック内にあるIT機器のランプやスイッチ等の状態を判定するためのフローチ
ャート例である。
【００４３】
　ステップ200：作業者31は確認作業専用のユーザ端末1、例えばスマートデバイスへ作業
者IDを入力し、確認作業対象のラックに取り付けているバーコードをユーザ端末1で読み
取ることでラック情報23を取得する。
【００４４】
　ステップ201：IT機器の確認対象において、顧客の契約情報25とスケジュール22により
、システムによる判定がある場合は判定処理を行うためステップ２０２に進み、システム
による判定が不要な場合は処理を終了する。
【００４５】
　ステップ202：ラック内に用意したマーカー29からの相対位置により、IT機器のランプ
やスイッチ等の位置を特定する。
【００４６】
　ステップ203：ラック内にある監視カメラ28より、IT機器のランプ色やスイッチの状態
等の画像データを収集する。
【００４７】
　ステップ204：判定部20では、画像処理技術により監視カメラ28で収集したデータを分
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析し、図７のIT機器の設定値保存情報26と比較することにより、IT機器の状態が正常かど
うかを判定する。新機種でIT機器の機種情報が不十分な場合は（例えば、IT機器の機種と
ランプ色の関係性が不明確な場合）、パターン学習により正常か否かを判定する。
【００４８】
　ステップ205：判定部20の判定結果をユーザ端末1の画面に出力する。
【００４９】
　ステップ206：顧客の契約情報25に基づき、システム(判定部20)の判定結果に対して作
業者31の確認が必要な場合はステップ207に進み、そうでない場合は判定部20の判定結果
を確認結果(確認データ)としてサーバ2に送信し処理を終了する。
【００５０】
　ステップ207：作業者31は判定部20の判定結果を確認し、必要に応じて修正する。作業
者31が判定結果を承認すると一連の処理が完了し、確認結果(確認データ)としてサーバ2
へ送信される。
【００５１】
　図１１はユーザ端末処理のフローチャート例である。
【００５２】
　ステップ300：作業者31はユーザ端末1にて作業者IDとパスワードを入力し、認証を受け
てログインする。
【００５３】
　ステップ301：サーバ2のスケジュール22を基に現在の時刻に確認作業をしなければなら
ないラックがあるかどうかを確認し、無ければ処理を終了する。
【００５４】
　ステップ302：ラック情報23から作成された巡回経路情報、確認作業内容を示すスケジ
ュール22がユーザ端末1に送信される。
【００５５】
　ステップ303：ユーザ端末1の巡回経路指示部17では、サーバ2から受信した巡回経路情
報をもとに、巡回経路(ラックの確認順番と巡回のルート)をユーザ端末1の画面に表示す
る。
【００５６】
　ステップ304：作業者31はユーザ端末1を用いて、ラックに貼付されたバーコードをスキ
ャンする。ユーザ端末1のラック情報読取部7では、スキャンしたラック情報23が巡回経路
指示部17にて指示したラックか否かを確認する。指示したラックであれば確認内容をユー
ザ端末1の入出力部5にて表示し、指示したラックでない場合はエラーを表示する。なお、
契約情報25により、システムによる判定実施がある場合は、判定部20の判定結果もユーザ
端末1に表示される。
【００５７】
　ステップ305：作業者31は確認内容に基づいて確認作業を行い、確認結果をユーザ端末1
に入力し、撮影が指示されているラックについてはラックの画像データを格納する。入力
された情報はユーザ端末1の主記憶6にて格納される。なお、システムによる判定のみを実
施する場合は、判定部20の判定結果を確認結果としてサーバ2に送信され、システムによ
る判定と作業者による確認の両方を実施する場合は、判定部20の判定結果をユーザ端末1
の主記憶6にて格納される。
【００５８】
　ステップ306：ユーザ端末1の巡回経路指示部8では、ユーザ端末1の主記憶6に格納され
たラック情報23と巡回経路情報を照らし合わせ、確認対象のラックが残っているかを確認
する。全ての対象ラックの確認作業が完了した場合はステップ307に進み、未確認のラッ
クがある場合は次の確認作業対象のラックへの巡回経路を表示する。
【００５９】
　ステップ307：巡回経路情報が無ければユーザ端末1は確認データや撮影した画像データ
をサーバ2に送信する。　
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　図１２はサーバ2での報告書作成処理のフローチャート例である。
【００６０】
　ステップ400：サーバ2の報告書作成部16では、報告書を作成する顧客ID、顧客名、シス
テム名、期間等の情報をユーザ端末1から受け付ける。
【００６１】
　ステップ401：サーバ2は受け付けた情報をデータベースにあるラック情報23を検索する
。
【００６２】
　ステップ402：該当するラック情報23がデータベースにある場合は、ステップ403に進む
。ない場合は終了する。
【００６３】
　ステップ403：サーバ2の報告書作成部16は確認データ、撮影データから報告書データを
作成する。
【００６４】
　ステップ404：報告書データをユーザ端末1にて送付し、ユーザ端末1の操作画面に出力
させる。
【００６５】
　ステップ405：作業者31はユーザ端末1にて報告書を確認し、報告書の内容を必要に応じ
て修正してサーバ2へ送信する。
【００６６】
　ステップ406：サーバ2は報告書データを顧客情報24のデータベースに格納する。作業者
は必要に応じて顧客データベースから報告書を出力できる。
【００６７】
　図１３は顧客の契約情報25により、どの作業項目を判定部20で実施するかを示した判定
結果テーブル２８例である。このテーブルには、ラックID150、顧客ID151、契約ID152、I
T機器の機種153、確認内容154、判定部による判定の有無155、判定部20の判定結果等156
のデータがある。顧客の契約情報25により、判定部20による判定を実施するか否かが決ま
る。図１３の例では、ランプ色の確認項目では判定部20による判定実施があることを意味
しており、判定部20の判定結果は作業者のユーザ端末1に表示される。契約IDはこのテー
ブルの主キーである同時に、契約情報25の外部キーとなっているため、契約情報25に紐付
けている。
【００６８】
　図１４は判定部20による判定結果のユーザ端末1への画面表示例である。ユーザ端末1の
画面には、顧客情報、顧客のシステム名、ラックID、確認作業の日時・場所・内容・結果
等の情報が表示される。判定部20による判定実施ある場合は、判定部20による判定結果は
ユーザ端末1の画面に表示され、作業者31は判定部20の判定結果を確認できる。また、顧
客の契約情報25で判定部20による判定と作業者による確認の両方が必要な場合では、作業
者31は修正ボタン161をクリックすることで判定部20の判定結果を修正できる。作業者31
が判定結果を承認し完了ボタン160をクリックした場合、判定結果は確認結果(確認データ
)としてサーバ2へ送信され、ユーザ端末1の画面は図１５の報告書確認画面に遷移する。
【００６９】
　図１５は報告書確認画面の例である。サーバの報告書作成部16で作成された報告書はユ
ーザ端末1の画面に表示される。報告書には、顧客情報、顧客のシステム名、ラックID、
確認作業の日時・場所・内容・結果等の情報が表示される。作業者31は報告書の内容を確
認でき、必要に応じてコメントを入力や確認結果の修正ができる。作業者の確認・修正が
完了した報告書をサーバ2へ送信すると、データベースの顧客情報24に格納される。
【００７０】
　実施例におけるステップ103において、ランプの異常を確認した場合は、チェック項目
に異常を記入すると同時に、以下の方法で解決を図り、その場でインシデントをクロージ
ングしてもよい。



(10) JP 2017-146866 A 2017.8.24

10

(1)ユーザ端末にてマニュアルを参照してクロージングする。
(2)ユーザ端末からインシデントを上長に報告し、ヘルプを求めてクロージングする。
(3)顧客に連絡し、顧客の指示に従ってその場でクロージングする。
【符号の説明】
【００７１】
1　ユーザ端末、2　業務支援サーバ、3　ネットワーク、4、12　ＣＰＵ、5、15　入出力
部、6、13　主記憶、7　ラック情報読取部、8　巡回経路指示部、9　方位認識部、10　機
器認識部、11　画像認証部、14　外部記憶装置、16　報告書作成部、17　巡回計画作成部
、18　認証処理部、19　確認対象管理部、20　判定部、21　出力部、22　スケジュール、
23　ラック情報、24　顧客情報、25　契約情報、26　設定値保存情報、27　ラック、28　
監視カメラ、29　マーカー、30　ビーコン、31　作業者

【図１】 【図２】
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